
補助犬に関する相談をしたい、詳しい情報を知りたいけど・・・ 

 飲食店などの補助犬受け入れに関する相談をしたいけど・・・ 

静岡県補助犬インフォメーションデスクについて 

 

静岡県では、補助犬に関する相談苦情に応じるとともに、補助犬が果たす役割の重要性に

ついて県民の理解を深め、補助犬給付事業の円滑な実施及び給付した補助犬の適正な管理を

確保するための相談窓口として、 

 
を設置しています。 

 ○主な事業内容 

身体障害者補助犬に関する個別相談、広報啓発等に係る各種事業 

主な項目 主 な 事 業 の 内 容 

①個別相談 県民からの相談、問合せ、受け入れ拒否事例への対応 

ホテル、デパート、飲食店等からの受け入れに係る相談 

②講習会 事業者団体や小中学校、県民などを対象とした講習会 

③広報啓発 パンフレットの作成配布等広報啓発活動の企画及び実施 

④補助犬希望者の支援 補助犬希望者への情報提供、補助犬給付事業の申請指導 

⑤補助犬使用者の指導 補助犬使用者への衛生管理指導等 

 ※※※平成19年12月に『身体障害者補助犬法』の一部が改正されました。※※※ 

○一定規模（従業員56人）以上の企業は、従業員の補助犬受け入れが義務化されます。 

一定規模以下の企業は、受け入れるよう努めることとされています。（平成20年10月1日施行） 

○都道府県・政令市に補助犬に関する相談窓口が設置されます。   （平成20年4月1日施行） 

 

静岡県補助犬インフォメーションデスク 

静岡県では、補助犬使用者の永年の経験と豊富な知識を基に、 

補助犬との生活や補助犬給付（合同訓練など）に関するきめ細 

かい情報を提供することを目的に、補助犬使用者団体（特定非 

営利活動団体）に業務を委託しています。 

【お問い合わせ先】 

 静岡県補助犬インフォメーションデスク 

〔設置場所〕  静岡市葵区東鷹匠町３－43－401  

ＮＰＯ法人静岡県補助犬支援センター 

電話 054-247-0582 ／ ＦＡＸ 054-247-0339 

ホームページアドレス http://hojoken.canariya.net/ 

 

 

 
  

 
 

  

 
静岡県厚生部障害者支援局 

いのち輝き、笑顔あふれる社会を。 
生きがいと健康づくり 

イメージキャラクター 

「ちゃっぴー」 

 
http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-320/index.htm 


